
価格転嫁促進アクション（第３弾）価格転嫁促進アクション（第３弾）

【重実施点期間：令和８年３月から６月】【重点実施期間：令和８年３月から６月】

に取り組んでいます。

～物価高騰に負けない賃上げの実現に向けて～

長野県 産業労働部

長野県では

適切な「価格転嫁」は、製造業のみ
ならず、商業・サービス業をはじめ、原
材料費やエネルギー価格、労務費の上昇
の影響を受ける全ての業種において、事
業継続や賃上げの実現のために必要不可
欠な取組です。

そのため、長野県では、あらゆる業種
に属する事業者の皆様が取り組む価格転
嫁をサポートするため、「価格転嫁促進
アクション（第３弾）」に取り組みます。

次ページ以降で取組を紹介しておりま
すので、皆様の積極的なご活用をお願い
いたします。

セミナー開催 販路開拓支援サポーターに
よる情報提供

相談窓口や
専門家支援

ＬＩＮＥで事業者支援情報をお届けします！

長野県公式LINEにご登録ください！

登録はこちらから☟



１．価格転嫁サポートセミナーの開催

内容 場所 日時 講師 定員

価格交渉
ノウハウ

オンライン

令和８年４月16日
13：30～15：00 ・長野県よろず支援拠点※

（実例に基づく具体的な交渉・資料作成に係る悩み
への対応や相談窓口の紹介）

50名

令和８年６月16日
13：30～15：00

50名

労務費の
価格転嫁の

仕方

令和８年５月14日
13：30～15：00

・公正取引委員会
（労務費指針解説セミナー）

50名

取適法
改正の
ポイント

令和８年６月10日
13：30～15：30

・公正取引員会
（発注側の禁止行為など取適法のポイント解説）
・関東経済産業局 取引適正課
（受託中小企業振興法について）

100名

BtoC向け
業種特化型
（飲食、
小売 等）

令和８年５月27日
14：00～16：00

・株式会社ミセラボ 代表取締役 田中聡子氏
（テーマ：上手な値上げの方法）

50名

取引依存度
を下げる
販路開拓
支援策

令和８年５月22日
14：00～16：00

・中小企業基盤整備機構
（国の販路開拓支援策について）
・長野県産業振興機構
（県内で実施している販路開拓支援策や取引かけこ
み寺について）
・事例紹介

100名

令和８年６月２日
14：00～16：00

100名

第２弾で好評いただいた「価格転嫁交渉のポイント」や「労務費に特化した価格転嫁」、「特定業種の
方々向けの価格転嫁」をテーマとしたセミナーを、引続き開催します。また、「取適法の解説セミナー」や
「行政が行う販路開拓支援施策を紹介するセミナー」を新たに実施いたします。多くの皆様のご参加をお
待ちしております。

講師紹介
※長野県よろず支援拠点は国（中小企業庁）が設置する経営相談窓口
であり、公益財団法人長野県産業振興機構が実施機関です。

長野県よろず支援拠点
チーフコーディネーター

樋口 武伸 氏

（FP、営業士）

長野県よろず支援拠点
コーディネーター

尾崎 樹里子 氏

（中小企業診断士）

株式会社ミセラボ
代表取締役

田中 聡子 氏

（中小企業診断士）

【テーマ：価格交渉のノウハウについて】 【テーマ：上手な値上げの方法】

★さらに、国や県内の支援機関と連携し、
「取適法のポイント解説」や「販路開拓支
援策」等に関するセミナーを開催します。



２．長野県価格転嫁サポーターによる価格転嫁促進
長野県では、県内の金融機関、支援機関のご協力のもと、研修を受講いただいた各機関の職員の皆
様を「長野県価格転嫁サポーター」として認定します。認定された「長野県価格転嫁サポーター」は、各
事業者様を訪問し、情報提供等により価格転嫁を促進します。

金融機関

職員

県内中小企業

長野県価格
転嫁サポーター

県産業
労働部
職員

支援機関

職員

研修等

事業者様へお伺いし、価格転嫁を促進
【活動の例】

① 価格転嫁の取組状況が分かる簡易ツール等（以下参照）
を用いて、事業者様に適した支援策を紹介

② 価格転嫁交渉ノウハウを学べる動画や価格転嫁成功事
例（以下参照）を紹介

③ 支援情報が受け取れる県公式LINEの登録方法の紹介

④ 長野県よろず支援拠点等の相談窓口の紹介

⑤ 価格転嫁交渉サポートセミナーの開催情報の紹介 など

価格転嫁支援に関する各種ツールを順次作成！
価格転嫁サポーターを通じて、価格転嫁に関連する様々な情報が得られる各種ツールをお届けします。

※本アクションの開始以降、各機関
のご協力のもと、順次、「長野県価
格転嫁サポーター」を認定し、サポー
ター数の拡大を図ります。

＜適切な支援策を簡易診断するフローチャート＞

＜各種販路開拓支援策紹介用ツール＞ ＜取適法のポイント周知用ツール＞

アクション第３弾の実施に
あたり、サポーター向けに
研修を実施します！

＜価格転嫁支援の活用を促す広報チラシ＞

DRAFT DRAFT

DRAFT



〇専門家や副業・兼業人材による支援

〇地域価格転嫁サポート窓口による助言

次の相談窓口や専門家の派遣などにより、価格転嫁にお悩みの事業者様のご相談に応じる
とともに、助言や支援を行います。まずはお気軽にご連絡ください。

３．相談窓口による助言や専門家による支援

■県下10地域の地域振興局に相
談窓口を設置し、価格転嫁に関す
るご相談に応じるとともに、支援
策や専門相談窓口をご紹介します。

地域振興局
の連絡先は
こちら →

■専門家による事業者様への直接訪問、副業・兼業人材の活用により、交渉資料の
作成や交渉実務を直接サポートします。

〇県内の公的相談窓口（公益財団法人長野県産業振興機構）

【県内中小企業】市町村

金融
機関

商工

団体

地域 価格転嫁

サポート窓口

相談

支援策や
相談窓口を
ご紹介

■専門家派遣
〇公益財団法人長野県産業振興機構

TEL：026-227-5028

■副業・兼業人材活用
〇長野県プロフェッショナル人材戦略拠点

TEL：026-238-2623

長野県 産業労働部 経営・創業支援課
ＴＥＬ：026-235-7195／Ｅ-ｍａｉｌ：chusho@pref.nagano.lg.jp

お問い合せ先
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